
伊奈町育児休業代替任期付職員登録案内 

 

１．育児休業代替任期付職員とは 

  地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項の規定に基づき、育児

休業を取得する職員の代替として、任期を定めて勤務する職員をいい、勤務

条件（給与・勤務時間・休暇等）については、正規職員と同様の規定が適用

されます。 

 

２．採用までの流れ 

 ① 申込後は、候補者として「育児休業代替任期付職員採用候補者名簿」に

３年間登録されます。 

 ② 育児休業を取得する見込みの職員が発生し、代替職員を必要とする場合

に、登録者へ通知をし、選考試験を実施し、合格した方を採用します。 

 ③ 任用期間は、育児休業を取得する職員の育児休業期間に応じて決定さ

れ、１回の任期は３年以内です。育児休業が延長された場合、３年の範囲

内で任用期間が延長される場合もあります。育児休業代替任期付職員採用

候補者名簿の登録期間内であれば、一度採用された場合でも、通算して３

年を超えない範囲で、再度採用される場合があります。 

 ※ 育児休業代替任期付職員として採用が決定した場合、その任期の開始ま

での間に会計年度任用職員として採用されることがあります。 

 ※ 登録されても、育児休業を取得する職員の状況等により、採用されない

場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

 ※ 育児休業代替任期付職員への採用は、正規職員としての採用と無関係で

あり、このほかの職員採用の際に優先されるものではありません。 

 

３．登録期間、採用の時期及び任期 

  登録期間は、申込みをした翌月の１日から３年間です。ただし、申込日に

よっては翌々月の１日からの登録となることがあります。 

採用の時期及び任期は、育児休業を取得する職員の育児休業期間に応じて

決定します。 

 

４．登録職種、職務内容及び資格 

登録職種 職務内容 登録資格等 

一般事務 
一般行政における 

事務全般 

高校以上を卒業している方で、パソコ

ンを使用した事務（ワード・エクセル

等）ができる方 

保育士 保育業務 

高校以上を卒業し、保育士の資格を

有している方で、パソコンを使用し

た事務（ワード・エクセル等）がで

きる方 



保健師 
保健師 

業務 

保健師の資格を有している方で、パソ

コンを使用した事務（ワード・エクセ

ル等）ができる方 

 

次のいずれかに該当する方は受験できません。 

・日本国籍を有しない者 

・地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する者 

  ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

けることがなくなるまでの者 

  イ 伊奈町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経

過しない者 

  ウ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した

政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は

これに加入した者 

 

５．申込方法及び申込期間 

  登録を希望する場合は、次のとおり申込みをしてください。 

  （１）提出書類 

① 育児休業代替任期付職員登録申込書（写真貼付） 

② （保育士、保健師に申込の場合） 

資格を証明できる書類の写し 

  （２）申込方法  持参又は郵送 

① 持参の場合 

期間：随時（ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の閉 

庁期間を除く。） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

場所：伊奈町役場総務課（東庁舎２階） 

② 郵送の場合 

期間：随時 

宛先：〒３６２－８５１７ 

埼玉県北足立郡伊奈町中央四丁目３５５番地 

伊奈町役場総務課庶務係 

※ 封筒の表に「任期付職員登録」と朱書きし、簡易書留で郵送

してください。 

  （３）その他 

① 書類に不備があった場合は受付できません。 

② 提出書類は、一切返却しません。 

③ 登録申込書は、町ホームページからダウンロードすることができ

ます。印刷する場合には、必ずＡ４サイズの白紙（感熱紙不可）

を使用してください。また、総務課窓口でも配布します。 

④ 申込書類を確認後、登録通知を郵送します。 



６．選考試験の方法・日時・会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．勤務条件等 

 ① 勤務場所 

職種 勤務場所 

一般事務 伊奈町役場 

保育士 伊奈町立北保育所又は南保育所 

保健師 伊奈町役場又は伊奈町保健センター 

 

② 勤務時間 

職種 勤務時間（原則） 

一般事務 

月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５

時１５分まで 
保育士 

保健師 

※ 必要に応じて時間外勤務もあります。 

※ 保育士の場合、ローテーションによる土曜日の勤務があります。 

③ 休日等：原則として、土曜日、日曜日及び祝日、１２月２９日から翌年 

 １月３日までです。 

※ 保育士の場合は、変則勤務があります。 

④ 休暇：年次有給休暇、病気等の場合に与えられる病気休暇及び結婚・忌

引・出産等の場合に与えられる特別休暇があります。（育児休業及び育児短

時間勤務の請求をすることはできません。） 

 ⑤ 給与（令和８年４月１日現在） 

 ・一般事務、保育士、保健師 

区分 
初任給 

（地域手当含む） 
その他 

大学卒 ２４１，２８０円 支給要件に該当する場合には、扶養手

当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉

手当、時間外勤務手当等が支給されま

す。 

短大卒 ２２８，１７６円 

高校卒 ２１４，９６８円 

  

職種 試験方法 日時 試験会場 

一般事務 
作文試験 

及び面接試験 
育児休業代替

職員が必要と

なったときに

通知します。 

伊奈町役場 保育士 
面接試験 

保健師 



  

※ 給与の額は改定となることがありますので、ご了承ください。 

    昇給は、勤務成績に応じて原則として毎年１回行われます。 

  ※ 高度専門士の称号を付与する専修（専門）学校（修業年限４年以上）

は大学扱いとします。 

  ※ 学校教育法に定める専修（専門）学校・各種学校で、次に該当するも

のについては短大扱いとします。 

   ・専修学校については、修業年限２年以上の専門課程であること。（年

間授業時間数が６８０時間以上のものに限る。） 

   ・各種学校については、「高校卒」を入学資格とする修業年限２年以上

の課程であること。 

※採用となったときに、卒業証明書を提出していただきます。 

 ⑥ 福利厚生 

    地方公務員法に定める一般職の公務員となります。埼玉県市町村職員

共済組合の組合員となるとともに、６月以上勤務した場合は退職手当が

支給されます。また、公務災害補償の対象となります。なお、雇用保険

はありません。 

 

８．問い合わせ先 

  伊奈町役場総務課庶務係（伊奈町役場東庁舎２階） 

  （埼玉県北足立郡伊奈町中央四丁目３５５番地） 

  電話０４８－７２１－２１１１（内線２２２１、２２２２、２２２６） 

 

  交通 埼玉新都市交通伊奈線 伊奈中央駅下車 徒歩１０分 

     ＪＲ上尾駅東口下車 朝日バス伊奈役場行き 

  町ホームページ：http://www.town.saitama-ina.lg.jp/ 


